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1.育む

福祉教育

包括的支援

活発な地域活動

地域活動の担い手支援

多様な主体の連携と継続

育む ～意識づくり～
多様性を認め合う
心を育てます

● 多様性を認め合うことの大切さを多世代で
　 共有します

● 地域住民が世代を超えてつながり、交流します

● 住民自身が地域の課題に向き合い、解決して
　 いく「地域力」を培います

● 社会参加の場を増やし、誰もが生涯をとおして
　 活躍できる地域をつくります

● 支え合いの心を持ち、自分自身にもできる
　 ことを探して行動します

● 地域住民が主体となって支え合い活動を持続
　 させます

● 地域活動と専門的支援が連携し、災害時にも
　 機能する地域ネットワークをつくります

● 地区社協や、地域を基盤として活動する団体、
　 企業などがつながり、互いの特性を活かして、
　 活動を一体的に行います

● 一人ひとりの思いを尊重し、誰もが安心して
　 生活できるように支援します
　　　　　　　　　  【成年後見制度利用促進計画】

● 世代を問わず個々の地域住民ができることを
　 活かします

● 地域活動の担い手が活動しやすい環境を整えます

● 地域にある様々な社会資源を発掘し、活用します

● 悩みや困りごとを一人で抱え込まず、適切な
 　支援先へ相談できるしくみをつくります

● 複合的な問題に対応する分野を超えた
　 支援体制を構築します

寄り添う ～しくみづくり～
一人ひとりが望む
支援を届けます

参加する ～場づくり～
誰もが地域活動に参加し、
自分たちの地域を
つくります

活かす ～人づくり～
一人ひとりのできることを
活かします

続ける ～つながりづくり～
支え合えるしくみを
持続させます

取組の視点

2.寄り添う

3.参加する

4.活かす

5.続ける

基本目標
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第4次 静岡市地域福祉基本計画
（市策定：地域福祉計画 ＋ 市社協策定：地域福祉活動計画）

市社協策定：実施計画市策定：実施計画

協
働
・
連
携

静岡市地域福祉計画

市が策定する行政計画で、社会福祉法
第107条に基づき、地域福祉の推進に
関する事項を一定に定める計画｢市町村
地域福祉計画」

地域福祉活動計画

静岡市社会福祉協議会(社会福祉法第
109条で定められる市町村社会福祉協
議会であり、地域福祉を推進するため
の営利を目的としない民間組織)が策定
する計画

市 市　社　協

だれもが　ここで暮らし続けたいと思う　地域をめざして基本理念


